
①廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第１
項に規定する汚泥の収集運搬業の許可を受けていること。
②汚泥運搬専用車両を保有すること。（臭気・水分の漏洩防止機構を備えたも
の）
③一般貨物自動車運送業の許可を受けていること。
④既に契約している釜石市下水処理場等運転管理業務委託と密接で分けられ
ない関係にあり、同一業者以外に履行させた場合、責任の所在が不明確になる
等の支障が生じるおそれがあるため。

至

履 行 期 間

脱水汚泥運搬業務　　　　　一式

月 1 日

令 和 7 日年 3

年

月 31

12,100 円

令 和自 6 4

契 約 金 額

岩手県釜石市定内町４丁目１番４７号

氏　名 株式会社　テツゲン　東北支店　 支店長　株　屋　　　進

受 託 者

住　所

委 託 業 務 名 脱水汚泥運搬業務委託

時28 日 00 分令 和 6 年 3 10

随意契約理由

業 務 概 要

見積日時・場所 月

業務委託場所

第４庁舎
第７会議室

見　積　結　果　報　告　書

釜石市大平町及び鵜住居町から花巻市石鳥谷町まで



円

決 定 価格 （税 抜） 11,000 円

予 定 価格 （税 抜） 11,400
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業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）
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１　回　目 ２　回　目 ３　回　目


